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これまで、感染症発生動向については、奈良県感染症発生動向調査事業企画委員会及び同小委員会で審議してきたが、感染症対策全般
を奈良県感染症対策連携協議会において総合的かつ一体的に審議する体制とするため、部会体制の整備を行う。
令和7年3月に当該委員会を廃止し、令和8年度以降は「(仮)発生動向・入院医療部会」において、発生動向に関する事項を含めて審議す
ることとする。また、協議会委員として新たに県保健研究センター所長を加え、当該部会に所属することとする。
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結核対策全般に関すること
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